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はじめに 
 知的所有権は、今日ますます強力で広範なものとなっている。法学分野において研究

と学術出版における著作権問題が論じられる際には、この認識が当然の前提とされるま

でに至っている[1]。また Boyle は、インターネット時代におけるパブリックドメイン

の維持の困難さについて懸念を表明している[2]。このような状況下で、現行の著作権

法の枠内に収まりながらも、学術出版と学術コミュニケーションの価値と可能性を保護

する新たな手段が考案されている。権利保持者にとっての利益と、著作物利用者や公共

にとっての利益とがしばしば相反することを考慮しつつ、著作権法とうまく付き合うこ

とは、理に適ったバランスのよいやり方なのである。 

 WIPO（世界知的所有権機関）著作権条約の前文には、EBLIDA（European Bureau 
of Library, Information and Documentation Associations）によって提案された[3]以
下のような文言が明記されている[4]： 

“締約国は、ベルヌ条約において規定されている、著作者の権利と、特に教育、

研究、情報へのアクセスといったより大きな公共の利益との間のバランスを維持
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する必要性を認め、...” 

 幾分抽象的ではあるが、この文言は、著作権は学術コミュニケーションに欠くべから

ざる利益と同様のものを提供する、と読むことができる。このことは、オープンアクセ

スを現行著作権法の枠内で成り立たせるための現実的な一歩である。法を改正せずとも

学術コミュニケーションのニーズに応えられる著作権のあり方として、クリエイティ

ブ・コモンズを技術的な方法を通じて（例えばメタデータにライセンスを表示させるな

どして）用いることが挙げられる。 

 加えて、（単に手段としてだけでなく）オープンアクセスを擁護する道具としてクリ

エイティブ・コモンズ・ライセンスの可能性を検討してみるのもよい。クリエイティブ・

コモンズ・ライセンスを学術的利用のために調整することを通じて、研究というものの

あり方を再検証することは、重要であるかもしれない。学術コミュニケーションの目的

を理解するのと同様、その価値についてもよく理解することによって、解決法は見えて

くる[5]。このことは、研究者に必然的に関わってくる問題であり、学問という領域に

特有の解決策に至るためには重要なことである。ベルリン宣言は、公表された著作の適

切な帰属表示と責任ある利用が、（研究者の）コミュニティの標準として重要視され続

けるだろうという視点を示している。 
 

リポジトリとオープンアクセス 
著作権の表と裏 
 オープンアクセスは、エンドユーザに対して、学術文献に自由にアクセスし利用でき

る権利を与える。これは、根本的なパラダイムシフトである。著作権とは、エンドユー

ザの利益を保護するためのいくらかの制限の下、著者に対して「国家から与えられる」

出版・公表に関する占有権に基礎を置くものである。オープンアクセスは、権利保持者

が自分の権利のいくらかをエンドユーザに与えようとすることで成し遂げられる。なぜ

ならば、著作権法は制度上のものであって、権利保持者は自分の権利のいくらかを譲る

かどうか決定できるからである。ベルリン宣言におけるオープンアクセス文献の定義を

厳密に読むことの最大のメリットは、事態を進展させるには個々の著者が率先すること

が必要である、ということを明白にしてくれることである。 
 

ベルリン宣言における著作権ロードマップ 
 ますます多くの機関がベルリン宣言に署名している現在、オープンアクセスの定義を

詳らかにしておくのは有益なことだろう。まず、オープンアクセスを標榜するには 2 つ

の条件があることが分かる： 
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• 著者は、エンドユーザに対して自由なアクセスを許諾すること 
• 著者は、著作の完成した版をリポジトリに置くこと 

 近頃は、図書館は 2 番目の条件が満たされると満足する傾向があるのが実態のようで

ある。それは結果として、オープンアクセスに至るよりよい道を見逃すことになる。そ

の道は、前文を伴う以下のような定義の中に隠されている： 

“オープンアクセス文献の定義 

 オープンアクセスの確立を理想的なものにするためには、科学知識の創出者と

文化的遺産の保有者の総員の積極的な参加が必要である。オープンアクセス文献

には、オリジナルの研究成果、未加工のデータ、及びメタデータ、原資料、画像

資料、マルチメディア資料が含まれる。オープンアクセス文献は、2 つの条件を

満たさなければならない： 

1. オープンアクセス文献の著者と権利保持者は、私的に使用される少部数の複

写の権利と同じように、全ての利用者に対し、自由で、取り消されない、世界中

からアクセスできる権利を許諾し、かつ、利用者がその適正な目的を達するため

に、いかなるディジタル媒体においても、複製し、使用し、公に頒布・送信・表

示し、派生物を作成し頒布するライセンスを与えること。ただし、原著の帰属が

適切に示された上で（現在でもそうであるように、公表された著作の適切な帰属

表示と責任ある利用は、コミュニティの標準であり続けるだろう）。 

2. 著作の完成した版と、全ての付属資料、条件 1 で規定された許諾のコピーが、

妥当で標準的な電子的フォーマットにおいて、オープンアクセス、制限のない頒

布、相互操作性、長期保存を追求する学術機関、学会、政府機関、その他権威あ

る組織によって維持される適切な標準技術でもって（例えば Open Archive によ

って）、少なくとも一つ以上のオンラインのリポジトリに保管されること（及び

そのように公開されること）。”[6] 

 オープンアクセス文献の定義は、2 つの条件の前文に「オープンアクセスの確立を理

想的なものにするためには、科学知識の創出者と文化的遺産の保有者の総員の積極的な

参加が必要である」という要件を示している。これまで述べてきたように、法律家の視

点からすれば、これもまた重要なポイントである。 

 1 つ目の条件は、権利保持者[7]が、エンドユーザに対し自由なアクセスを許諾するだ

けでなく―これは容易に達成されるだろうが―、適正な目的のための再利用についての

ライセンスをも与えようとしたときに満たされる。これは重要な条件である。というの

は、そのようにすることで、権利保持者は法的なパブリックドメインを広げることにな

るからである。更に、このライセンスは、教育目的に学術資料を再利用する際にはつき
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ものの手間を減らす可能性についても提示している。 

 1 つ目の条件に示されるようなライセンスの範疇は、印刷物には及ばない。むしろ、

ディジタル媒体における責任ある利用のために、再利用の仕方に制限を設けているので

ある。法律家には、「責任ある利用」の基準が曖昧であると指摘されることだろうから、

これについてはもう少し釈明しておこう。（まず）コミュニティは、それぞれの研究分

野に適合したライセンスを決める。（次に）オープンアクセス文献を作成できるような

ライセンスの選択肢があるガイドラインないし出版協定が、大学部局や賢明なる学会や

雑誌編集部によって策定される。そしてそういったガイドラインの下で、セルフアーカ

イブやオープンアクセスのビジネスモデルを促進するような出版者が、自分の適度な利

益を確保する、というのが冴えたやり方ということになるだろう[8]。 

 筆者は、このライセンスは単に形式的な条件として挙げられているに過ぎないとか、

（オープンアクセスの施行に）問題を引き起こしかねないといった主張には与しない

[9]。より活況であるクリエイティブ・コモンズが、そうはならないことを既に証明し

ている。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの組織的配備に関する研究の予備報告

によれば、公的機関がクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使用することを妨げる

理由はない、とのことである[10]。 

 オープンアクセス文献の定義における 2 つ目の条件は、「著作の完成した版と、全て

の付属資料、条件 1 で規定された許諾のコピーが、妥当で標準的な電子的フォーマット

において、少なくとも一つ以上のオンラインのリポジトリに保管されること（及びその

ように公開されること）」を掲げている。リポジトリ管理者は、クリエイティブ・コモ

ンズ・ライセンスのような、検索可能で標準的なライセンスを使用していることを示す

ことによって、この条件の施行を容易にすることができる。 
 

認知向上の好例となるために 
 SURF と JISC による協力プログラムの一環として、オープンアクセス雑誌出版にお

ける著作権についての調査が行われた。筆者はこの調査に関わっている。その報告書

「Towards Good Practices on Copyright in Open Access Journals」は現在オンライン

で読むことができるようになっている[11]。報告書中の提言の数々は、リポジトリ利用

についての認知向上のためにも役に立つことだろう。提言の中では、オープンアクセス

雑誌で既に（著作を）発表したことのある著者であっても著作権問題に対する関与度が

いまだ低い、ということが述べられている。次を見てほしい： 

“学術コミュニケーションにおける最も重要な利害関係者は著者である研究者

自身なのだろうが、彼らは新たな著作権像を作り上げていくことにあまり関与し
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ていないようである。換言すれば、研究者コミュニティに行き渡らなくさせてい

る要因は、研究者の低い関与度と無知ということである。本調査によって、回答

者の 30%は自分の論文の著作権をまず誰が保持するのか知らず、26%は自分の論

文の著作権問題にあまり関心を払っていない、ということが分かった。”[11] 

 主な提言のうちの一つは、認知向上のモデルとしてクリエイティブ・コモンズ・ライ

センスを利用すること、である。このライセンスは、様々なオープンアクセス雑誌で用

いられている。 

 例えば PLOS（Public Library of Science）発行の雑誌は、出版社のビジネスモデル

と、エンドユーザが適当と思う自由さの間の関係性を明らかにしてみせている。PLOS
のような雑誌出版社は、著作へのアクセスや再利用による利益に依存していない。それ

ゆえ PLOS は、著者がクリエイティブ・コモンズの「帰属」ライセンスを適用するこ

とに反対し得ない。（このライセンスの下では）適切な帰属表示をする限り、エンドユ

ーザは自由に再利用することができる。営利的な再利用すら許可される。PLOS は、「出

版社も著者も、著作がより広く普及することに関心があるのだ」と述べている。それゆ

え、例えば PLOS の雑誌記事が翻訳されてインド市場に本として売りに出るとしても、

反対することはないだろう。 

 一般にこの調査からは、著者は雑誌出版社に対して、著作権に関しては限定的な役割

をのみ望んでいることが分かる。著作権問題についての、伝統的な雑誌出版社に対する

著者のこういった姿勢は驚くべきものである。著者のほとんどがその伝統的な雑誌出版

に依っている現状にあって、出版社に著作権を委譲することをよしとしている者は 2%
しかおらず、雑誌記事の再利用許諾を出版社がコントロールすべきだと考えている者は

たった 10%である。最も多い回答（71%）は、「著作権は著者が保持したままがよい」

というものであった。利用許諾は著者がコントロールしたいという回答も同様に多かっ

た。伝統的な雑誌編集者についての、回答者のこのような判断もまた真実なのである。 

 著者は、誰に対しても学術的・教育的目的による再利用については制限するつもりが

ないが、営利的な再利用は制限したいようである。これは、（クリエイティブ・コモン

ズ・ライセンスにおける）「非営利」ライセンスで成し遂げられることだろう。見たと

ころベルリン宣言からは、帰属表示を求める権利は著者が保持するのが学術コミュニケ

ーションにとって適切であるとしているように読める。これは、「帰属」ライセンスを

付加することで実現できる。クリエイティブ・コモンズが提供する第三の選択肢は、エ

ンドユーザが（再利用して作成した）自分の著作を、元の著作と同じようにクリエイテ

ィブ・コモンズ・ライセンスの下で自由にアクセス可能にするか選ぶことができる、と

いうものであるが、このような学術コミュニケーションにおける「同一条件許諾」ライ

センスの価値については、クリエイティブ・コモンズの簡単な紹介をした後に述べるこ
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ととする。 
 

クリエイティブ・コモンズ 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス選択ツリー 

帰属表示は必須 

営利的利用を許可 パブリックドメイン 

「帰属」：著者と出

典の表示必須 

• 「帰属」：著者と出

典の表示必須 

• 営利目的の再利用

は権利者の許諾要 

図 1：クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの主要な選択肢 

 インターネットの発達に伴って著作権が総論的にも各論的にも重要になってきてい

るのは、音楽・映画業界の強烈なロビー活動に主な原因がある。法的・技術的な保護措

置は、彼らの利益を保護するのに利用されている。しかしながら同時に、文化と知識の

流布―著作権が振興しようとするものであるが―もまた脅かされている。これに対抗す

る活動が、Lawrence Lessig[12]が推進するクリエイティブ・コモンズである。クリエ

イティブ・コモンズは、音楽や写真、文章を共有したい人々に対して、作者とエンドユ

ーザの契約という形で、著作権法の枠内で採り得る条件の下、共有を可能にする機会を

提供する。その契約では、作者はエンドユーザが作品を利用する上でしてもよいことを

設定する。この契約は標準化され、法に立脚したものとなっており、また普通の（分か

りやすい）言葉で、検索可能なメタデータとして提供されている。 
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 例えば、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で―作者の名前の表示が必須で、

非営利の再利用は許可されているとして―写真を利用可能にしたとすると、課題をやる

上でその写真を使いたいと考えた学生は、その場合利用に何ら問題がないと知ることが

できるし、写真を撮った人の名前を示すほかは手間を掛けずに課題を発表することがで

きる。 

 利用者の視点からすれば、理想的な状況というのは、検索する過程で、著作権に関す

るメタデータを通し利用者の権利が明確に示されることだろう。このような機能は、ク

リエイティブ・コモンズのウェブサイトの「Find」ボタンから体験できる。今のとこ

ろ、機関リポジトリで用いられている OAI プロトコルによるメタデータには、利用者

の権利に関する情報を付加する作業が必要な状況である。最終的には、学術的、非営利

での再利用が可能な著作の検索結果が大量になり、それゆえ学術コミュニティが共有す

ることの価値を見出していることが分かる、という状況になるかもしれない。 
 

「同一条件許諾」 
 「同一条件許諾」ライセンスを用いることは、インターネットにおける研究と学術コ

ミュニケーションの自由なアクセスを達成するには総体的な努力が必要になる、という

ことを認識させる。このライセンスの利用は、学術コミュニケーションの中心的価値―

即ち、情報を共有することによる知の構築―に共鳴するものと思われる[13]。引用に関

する著者の権利の制限は既に著作権法に規定されているわけであるが、そういった視点

から、同一ライセンスを適用すべしという条件を付加することが学術コミュニケーショ

ンにおいて実用的かどうか、検討してみるのもよいだろう。このライセンスは、協同作

業ソフトを使ってインターネット上で合作する、というような場合には有効だろう[14]。 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス： 
ベルリン宣言とリポジトリ 
 ベルリン宣言における条件とクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとを統合的に運

用するには、以下の手順が必要となる。 

• ベルリン宣言におけるオープンアクセス文献の定義の 2 つ目の条件を踏まえて、リ

ポジトリ管理者が文献登録者に対してクリエイティブ・コモンズ・ライセンス一般

に関する情報を提示すること 
• 著作権を保持している文献登録者が、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを用

いているという機関のポリシーに共感すること 
• 研究者のコミュニティが、彼らの分野に適合するようにクリエイティブ・コモン
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ズ・ライセンス利用のためのガイドラインや協定を作ること 
• クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下で発表した文献を、著作権に関するメ

タデータの整備により検索できるようにすること 
• 機関が権利保持者であるような文献（例えば、教育的資料）も登録可能であるから、

ベルリン宣言に則って、そのような文献にクリエイティブ・コモンズ・ライセンス

を適用するポリシーを策定すること 
 

おわりに 
 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスはオープンアクセス運動に価値を付加し得る、

ということを証明できていれば筆者は本望である。ベルリン宣言に示されているように、

著者の参加は欠かせないものである。標準化されたクリエイティブ・コモンズ・ライセ

ンスのモデルならば、この目標を達成し得る。このアプローチの更なる利点は、現在主

に図書館によって為されている運動が広範囲に及び得るというところにある。 

 更なる発展のためには、全てのリポジトリ管理者が、法学やそれに関連する研究者の

協力を得ることが不可欠である。総合的な議論により潜在力の認知向上に繋がることが

望まれる。例えば、国際的な分散ネットワーク環境の構築や、情報共有のための実践的

アプローチ、学術コミュニケーションプロセスに新世代の peer-to-peer（P2P）ソフト

を組み込むことによる機会の拡大、といったことである[15]。 
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